
令和５年第１１回武蔵村山市教育委員会定例会議事日程 

令和５年１１月１７日（金） 

午前９時３０分開議 

 

１ 会期の決定 

２ 前回会議録の承認 

３ 教育長報告 

４ 議案第５３号  令和５年度教育予算の補正（第６号）の申出につ

いて 

５ 議案第５４号  武蔵村山市立学校学校運営協議会委員の委嘱に係

る臨時代理の承認について 

６ 議案第５５号  武蔵村山市教育委員会事務局職員の解任に係る臨

時代理の承認について 

７ 議案第５６号  武蔵村山市立学校の令和６年度入学式及び卒業証

書授与式の日程について 

８ その他      



議案第５３号 

 

 

令和５年度教育予算の補正（第６号）の申出について 

 

 

令和５年度教育予算の補正について、別紙のとおり申出をするため、教育委

員会の議決を求めます。 

 

 

  令和５年１１月１７日 

 

 

                     武蔵村山市教育委員会 

                      教育長 池 谷 光 二 

 

 

（提案理由） 

令和５年度教育予算について、歳入で雑入、歳出で総務管理費、小学校費、

中学校費、社会教育費及び保健体育費に補正の申出をする必要があるので、本

案を提出します。 

 

 



別紙
１　歳　入

（単位：千円）

款 項
補正前の
予 算 額

補　正
予算額

補正後の
予 算 額

21 諸収入 18,415 205 18,620

5 雑入 18,415 205 18,620

3 雑入 17,654 205 17,859

631,109 205 631,314

２　歳　出

（単位：千円）

款 項
補正前の
予 算 額

補　正
予算額

補正後の
予 算 額

2 59,704 3,132 62,836

1 総務管理費 59,704 3,090 62,794

8 学習等供用施設費 42,546 3,090 45,636

19 諸費 10 42 52

9 2,918,608 37,774 2,956,382

2 小学校費 1,050,984 13,834 1,064,818

1 学校管理費 1,038,121 13,834 1,051,955

3 中学校費 267,358 14,327 281,685

1 学校管理費 262,495 14,178 276,673

2 教育振興費 4,863 149 5,012

5 社会教育費 378,387 749 379,136

3 図書館費 101,467 749 102,216

6 保健体育費 580,133 8,864 588,997

2 体育施設費 6,365 5,973 12,338

4 学校給食費 431,267 2,119 433,386

5 学校給食センター費 8,116 772 8,888

3,629,639 40,906 3,670,545歳　　出　　合　　計

目

歳　　入　　合　　計

目

教育費

総務費



（単位：千円）

款 項 目 節 項 目 理 由 補正前 補正額 補正後 所管課

18,415 205 18,620

5　雑入 18,415 205 18,620

3 雑入 合計（２１・５・３） 17,654 205 17,859

1　雑入 17,654 205 17,859

通学路防犯カメラデータ通信料過
年度分返還金

令和4年2月から同年10月までの利用料金の過払いについて契約業者からの
返還金を計上するものである。

0 205 205
教育総務課
学事係

（単位：千円）

款 項 目 理 由 補正前 補正額 補正後 所管課

59,704 3,132 62,836

59,704 3,090 62,794

8　学習等供用施設費 合計（２・１・８） 42,546 3,090 45,636

電気料の高騰に係る経費について補正するものである。 7,189 1,109 8,298
文化振興課
生涯学習係

電気料の高騰に係る経費について補正するものである。 6,804 924 7,728
文化振興課
生涯学習係

電気料の高騰に係る経費について補正するものである。 7,146 1,057 8,203
文化振興課
生涯学習係

19　諸費 合計（２・１・19） 10 42 52

令和4年2月及び3月利用分の差額を通学路防犯カメラ設置業者へ返還する
経費を補正するものである。

0 42 42
教育総務課
学事係

学童見守り事業経費

令和５年度　教育予算　第６号補正参考資料

１　歳　入　

2　総務費

1　総務管理費

中藤地区学習等供用施設維持管理経
費

21　諸収入

２　歳　出

項 目

三ツ木地区学習等供用施設維持管理
経費

残堀・伊奈平地区学習等供用施設維
持管理経費

1



2

2,918,608 37,774 2,956,382

1,050,984 13,834 1,064,818

1　学校管理費 合計（９・２・１） 1,038,121 13,834 1,051,955

ホスティング利用料の値上げに伴い不足が見込まれる経費及び電話料について不
足が見込まれる経費について補正するものである。 14,557 40 14,597

教育総務課
教育政策係

ホスティング利用料の値上げに伴い不足が見込まれる経費について補正するもの
である。 14,800 34 14,834

教育総務課
教育政策係

ホスティング利用料の値上げに伴い不足が見込まれる経費及び電話料について不
足が見込まれる経費について補正するものである。 15,246 116 15,362

教育総務課
教育政策係

教科担任制に伴い必要な備品等の購入に係る経費、ホスティング利用料の値上げ
に伴い不足が見込まれる経費及び電話料について不足が見込まれる経費について
補正するものである。

18,278 326 18,604
教育総務課
教育政策係

教科担任制に伴い必要な備品等の購入に係る経費、ホスティング利用料の値上げ
に伴い不足が見込まれる経費及び電話料について不足が見込まれる経費について
補正するものである。

18,764 233 18,997
教育総務課
教育政策係

ホスティング利用料の値上げに伴い不足が見込まれる経費及び電話料について不
足が見込まれる経費について補正するものである。 13,712 70 13,782

教育総務課
教育政策係

ホスティング利用料の値上げに伴い不足が見込まれる経費及び電話料について不
足が見込まれる経費について補正するものである。 16,359 43 16,402

教育総務課
教育政策係

ホスティング利用料の値上げに伴い不足が見込まれる経費及び電話料について不
足が見込まれる経費について補正するものである。 13,926 84 14,010

教育総務課
教育政策係

経年劣化により故障したオージオメータ（聴力検査機）について部品の生産終了
に伴い修繕ができないため、新たに機器を購入する経費を補正するものである。 1,121 116 1,237

教育総務課
教育政策係

電気使用量の増加見込みに伴う経費を補正するものである。 16,167 950 17,117
教育総務課
教育政策係

電気使用量等の増加見込みに伴う経費を補正するものである。 16,073 2,712 18,785
教育総務課
教育政策係

電気使用量の増加見込みに伴う経費を補正するものである。 15,763 2,889 18,652
教育総務課
教育政策係

電気使用量の増加見込みに伴う経費を補正するものである。 19,449 617 20,066
教育総務課
教育政策係

電気使用量の増加見込みに伴う経費を補正するものである。 18,898 2,389 21,287
教育総務課
教育政策係

9　教育費

第三小学校維持管理経費

村山学園第四小学校維持管理経費

大南学園第七小学校維持管理経費

2　小学校費

大南学園第七小学校運営経費

第八小学校運営経費

第九小学校運営経費

第十小学校運営経費

雷塚小学校運営経費

第八小学校保健衛生経費

第一小学校維持管理経費

第二小学校運営経費

第三小学校運営経費

第一小学校運営経費

第八小学校維持管理経費



電気使用量の増加見込みに伴う経費を補正するものである。 16,587 1,272 17,859
教育総務課
教育政策係

電気使用量の増加見込みに伴う経費を補正するものである。 16,456 1,943 18,399
教育総務課
教育政策係

267,358 14,327 281,685

1　学校管理費 合計（９・３・１） 262,495 14,178 276,673

ホスティング利用料の値上げに伴い不足が見込まれる経費及び電話料について不
足が見込まれる経費について補正するものである。 21,432 116 21,548

教育総務課
教育政策係

ホスティング利用料の値上げに伴い不足が見込まれる経費及び電話料について不
足が見込まれる経費について補正するものである。 17,542 63 17,605

教育総務課
教育政策係

ホスティング利用料の値上げに伴い不足が見込まれる経費及び電話料について不
足が見込まれる経費について補正するものである。 17,144 55 17,199

教育総務課
教育政策係

ホスティング利用料の値上げに伴い不足が見込まれる経費及び電話料について不
足が見込まれる経費について補正するものである。 21,451 193 21,644

教育総務課
教育政策係

電気使用量等の増加見込みに伴う経費を補正するものである。 21,077 2,437 23,514
教育総務課
教育政策係

電気使用量の増加見込みに伴う経費を補正するものである。 18,419 3,143 21,562
教育総務課
教育政策係

電気使用量等の増加見込みに伴う経費を補正するものである。 17,587 3,023 20,610
教育総務課
教育政策係

電気使用量の増加見込みに伴う経費を補正するものである。 18,017 1,467 19,484
教育総務課
教育政策係

電気使用量の増加見込みに伴う経費を補正するものである。 24,966 3,681 28,647
教育総務課
教育政策係

2　教育振興費 合計（９・３・２） 4,863 149 5,012

学級増の見込みに伴い必要な備品の購入に係る経費を補正するものであ
る。

1,132 149 1,281
教育総務課
教育政策係

大南学園第四中学校維持管理経費

3　中学校費

第五中学校維持管理経費

第九小学校維持管理経費

雷塚小学校維持管理経費

第一中学校維持管理経費

第一中学校特別支援学級等経費

第一中学校運営経費

第三中学校運営経費

大南学園第四中学校運営経費

第五中学校運営経費

村山学園第二中学校維持管理経費

第三中学校維持管理経費

3



4

378,387 749 379,136

3　図書館費 合計（９・５・３） 101,467 749 102,216

電気使用量の増加見込みに伴う経費を補正するものである。 3,596 749 4,345 図書館

580,133 8,864 588,997

2　体育施設費 合計（９・６・２） 6,365 5,973 12,338

野山北公園運動場の可動式フェンスについて、劣化が進み倒壊等の危険が
生じているため、改修工事に係る経費を補正するものである。

0 5,973 5,973
スポーツ振興課
スポーツ振興係

4　学校給食費 合計（９・６・４） 431,267 2,119 433,386

施設の老朽化から当初想定より修繕が多く不足が見込まれる経費について
補正するものである。

76,213 2,119 78,332 学校給食課
学校給食センター

5　学校給食センター費 合計（９・６・５） 8,116 772 8,888

施設の老朽化から当初想定より修繕が多く不足が見込まれる経費について
補正するものである。

8,116 772 8,888 学校給食課
学校給食センター

施設整備事業費

6　保健体育費

調理及び配送経費

学校給食センター維持管理経費

5　社会教育費

雷塚図書館維持管理経費



議案第５４号 

 

 

武蔵村山市立学校学校運営協議会委員の委嘱に係る臨時代理の承

認について 

 

 

武蔵村山市立学校学校運営協議会委員の委嘱について、別紙のとおり臨時に

代理したので、教育委員会の承認を求めます。 

 

 

  令和５年１１月１７日 

 

 

                     武蔵村山市教育委員会 

                      教育長 池 谷 光 二 

 

 

（提案理由） 

武蔵村山市立小中一貫校村山学園の学校運営協議会委員について、委員の委

嘱をする必要があり、武蔵村山市教育委員会教育長に対する事務委任等に関す

る規則第３条第１項の規定により臨時に代理したので、本案を提出します。 

 



別紙

１ 武蔵村山市立小中一貫校村山学園学校運営協議会委員

２ 委 嘱 年 月 日 　令和５年１１月１日

３ 任 期 　令和５年１１月１日から令和７年３月３１日まで

４　氏名・住所・選出区分

氏 名 住 所 選 出 区 分

下田　浩司 武蔵村山市緑が丘
 対象学校の所在する地域の住民
（規則第４条第１項第１号該当）

※敬称略

（委嘱）

－1－



議案第５５号 

 

 

武蔵村山市教育委員会事務局職員の解任に係る臨時代理の承認に

ついて 

 

 

教育委員会事務局職員の解任について、別紙のとおり臨時に代理したので、

教育委員会の承認を求めます。 

 

 

  令和５年１１月１７日 

 

 

                     武蔵村山市教育委員会 

                      教育長 池 谷 光 二 

 

 

（提案理由） 

教育委員会事務局職員を解任する必要があり、武蔵村山市教育委員会教育長

に対する事務委任等に関する規則第３条第１項の規定により臨時に代理したの

で、本案を提出します。 

 



議案第５６号 

 

 

武蔵村山市立学校の令和６年度入学式及び卒業証書授与式の日程

について 

 

 

武蔵村山市立学校の令和６年度入学式及び卒業証書授与式の日程について、

別紙のとおり教育委員会の議決を求めます。 

 

 

  令和５年１１月１７日 

 

 

                     武蔵村山市教育委員会 

                      教育長 池 谷 光 二 

 

 

（提案理由） 

武蔵村山市立学校の令和６年度入学式及び卒業証書授与式の日程を定める

必要があるので、本案を提出します。 

 

 



 

 

 

令和６年度入学式及び卒業証書授与式の日程 

 

 

武蔵村山市立学校の管理運営に関する規則（昭和５３年武蔵村山市教育委員会規則

第５号）第２５条の規定に基づき、令和６年度入学式及び卒業証書授与式の日程を次

のとおり定めます。 

 

 

１ 入学式 

⑴  小学校        令和６年４月 ８日（月） 

⑵  中学校        令和６年４月 ９日（火） 

⑶  小中一貫校村山学園  令和６年４月 ９日（火） 

 

２ 卒業証書授与式 

⑴  小学校        令和７年３月２４日（月） 

⑵  中学校        令和７年３月１９日（水） 

別紙 




